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１．研究背景と目的 

 

 低炭素社会1)の実現に向けて温室効果ガスの削減目標

が各所で提示される2)3)一方で、地球環境問題は多種多様

であり、温室効果ガスだけでなく食糧消費や資源消費な

どの問題についてもあわせて検討することが望ましい。

これら地球環境問題の根底にある要因は、我々の営みが

地域ひいては国土の環境的なキャパシティをはるかに越

えて無秩序に行われてきたことに帰着すると言えよう。

言い換えれば、これら問題の根本的な解決を図るには

“身の丈”の視点が必要不可欠なのである。このような状

況の中で、エコロジカル・フットプリント(EF)指標4)が

近年着目されている。EF指標は食糧消費や資源消費、

CO2排出などの人間活動に伴う様々な環境負荷を土地消

費面積に換算して総合的に評価するものであり、地域内

における農地や森林地などの土地利用と比較することで、

“身の丈”の視点に立った環境バランスの検討が可能と

なる。研究レベルでも地域間産業連関表に基づくEF指

標の算出5)や、都市・地域レベルへの適用事例6)など、算

出方法の改善からその適用まで幅広く進められている。 

一方で、“身の丈”の視点から「自地域から発生す

る環境負荷をその地域内の土地利用で可能な限り吸収す

ること(地域の環境的な自立)」を目指す中で、土地利用

計画や都市・地域計画などの“計画”が大きな役割を担

う可能性が高い。しかし、これら“計画”をベースとし

て地域の環境バランスをどのように評価して、その改善

に向けて如何なるアプローチをすべきか、地域の環境的

な自立に向けたこれら一連の道筋は確立されていない。 

 そこで本研究では、1)地域内の環境バランスを“計

画”の観点から評価できる手法を提案し、その適用を試

みる。2)環境負荷の地域間取引を“計画”をベースとし

て実施できる制度を示すとともに、環境バランスのとれ

た“身の丈にあった国土利用”に向けたフレームワーク

について述べる。3)上記に基づき、環境バランス改善に

向けた“計画”を実施するために必要な財源を確保する

仕組みを定量的な分析に基づき示す。 

２．エコロジカル・フットプリント指標の導入 

 

“身の丈”の視点に立った地域内の環境バランスを

評価するために冒頭でも述べたEF指標を導入する。ま

た、本研究では地域内の居住者の日常生活に伴って発生

する環境負荷に基づいたEF指標値(居住者消費に伴うEF

指標値)を対象としている。つまり、産業・業務等の地

域外の都市活動が関連する環境負荷は対象外としている。

この理由は産業連関を考慮することで複雑な計算過程と

そのための膨大なデータ整備が必要となりEF指標を算

出できる対象やスケールが限定的になることや、産業・

業務部門を対象とした環境対策が進められる一方で、居

住者活動が起因する環境負荷への対策が不十分であるこ

とが挙げられる。なお、居住者消費に伴うEF指標値の

算出式などは文献7)に記載されており、都市・地域計画

の観点から環境バランスを評価するために地区(町丁目)

レベルからのEF指標の算出を行える点が、この算出方

法の特長の1つである。以下にその構成要素を示す。 

①食糧、動物飼料のための作物を育てるために必要な農用地 

②肉および牛乳のための動物に草を食べさせるための牧草地 

③製紙材料を採取するための森林地 

④都市的な活動を提供するために必要な土地 

⑤排出された二酸化炭素を固定するために必要な森林地 

（民生家庭・交通部門対象） 

また、EF指標の各構成要素を地域内で受け容れるた

めの土地(地域内に実在する農用地や森林地など)の面積

を地域の環境受容量とする。さらに、この環境受容量に

対するEF指標値の超過率(環境負荷超過率)を算出し、

これを対象地域内における環境バランスと定義する。 
 

３．都市・地域計画からみた環境バランス評価7) 

 

（１）対象地域 

人口約11万人の岡山県津山市を環境バランス評価の

ための対象地域とする。この地域は県北部の中心地とし

ての都市機能を有する一方で、中国山地の中山間部に位

置するため、市域の大部分は農山村部から構成されてお

り自然環境の豊かな地域でもある。 
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（２）地域の環境バランス評価 

津山市全体での環境負荷量(居住者消費に伴うEF指標

値)は約63,000haに対して、環境受容量は約44,000ha存
在していた。つまり、環境負荷超過率は約1.4倍となる。 
次に、地区レベルの環境負荷超過率と都市計画区域

及び用途地域との関連性について図-1に示す。これによ

り、環境負荷の発生源となる地区やそれを受け容れるた

めに必要な食糧供給地やCO2吸収地となる負担地区につ

いて定量的な分析に基づき明らかにするとともに、都

市・地域計画との関連性を明示できる。 
分析の結果、用途地域内において環境負荷超過率の

高い地区が数多く存在していることが分かる。また、用

途地域周辺部でも、環境負荷超過率の比較的高い地区が

存在していることから、都市活動に伴う環境負荷が都市

計画上の規制のある地域を越えて拡散していることが見

て取れる。これは津山市が開発規制の厳しい市街地化調

整区域を設定していない都市(非線引き都市)であること

が一因であると考えられる。その一方で、それら以外の

農村部や山間部においては、環境負荷超過率が1.0以下

の地区も数多く存在している。つまり、これら地区は食

糧供給地やCO2吸収源として、都市部における環境負荷

を負担する地域となっている。 
 

４．EF指標を用いた環境負荷の地域間取引制度 8) 

 

 前章では地域内の環境バランスを都市・地域計画の観

点から評価できる手法を示した。本章では地域間での環

境補償(土地利用の依存関係)に着目し、“身の丈にあっ

た国土利用”に向けて、環境負荷の地域間取引を“計

画”をベースとして実施できる制度を示す。なお、本制

度の詳細は文献8)に記載されている。また、先行研究9)

では、各地域の環境負荷超過分と地方交付税との間に見

かけ上の相関関係があることが示され、地方交付税が環

境補償としての要素を内在し得ることが示唆されている。 

 

（１）EF指標を用いた地域間キャップ&トレード制度 
１）対象とする環境負荷及びキャップ 

 居住者消費に伴うEF指標値を環境指標として用いる。

EF指標を用いることで食糧消費やCO2排出などの包括的

な環境負荷を捉えることができる。環境負荷の上限とな

るキャップは、2．で示した環境負荷超過率を用いて定

義される。このキャップに基づき、図-2で示すように環

境負荷依存地域と負担地域が定義される。 

２）取引価格の算出方法 

地域間における土地利用の依存関係に基づき環境負

荷を吸収する土地の「地代」に根拠を求め、地域間取引

における各地域の取引価格を以下の方法により算出する。 

 

(1) 

(2) 

i:対象地域 

EL：環境負荷依存(負担)量（ha/年） 

EF：EF指標値（ha/年） 

CC：環境受容量（ha/年） 

α：キャップ（倍率） 

EC：環境負荷依存(負担)量に対する取引価格（円/年） 

LR：１haあたりの地代（円/年） 

３）参加者 

本制度の参加者は土地利用などの方向性を示す都市

計画マスタープランを策定する自治体レベルとする。こ

れにより各地域の土地利用計画を環境バランスの視点か

ら評価することが可能となる。 

４）環境負荷の地域間取引 

土地利用の依存（自地域内での環境負荷を他地域の
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図-2 EF 指標を用いた地域間キャップ&トレード
制度の概念図図-1 津山市の地区レベルでの環境負荷超過率 
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土地利用にて賄う）関係に基づき、全国の各自治体にお

いて、キャップと各地域の実超過率との間に生じる環境

負荷（依存・負担分）のトレードが実施される。 

 
（２）都市・地域計画を基調とした“身の丈にあった国

土利用”に向けたフレームワーク 

“身の丈にあった国土利用”に向けたフレームワークを

図-3に示す。図中【1】では、将来の土地利用などの方

向性を示す「都市計画マスタープラン」の中にEF指標

の導入を明確に位置付ける。これより自地域内の環境負

荷超過率を把握するとともに、環境バランスの視点から

都市・地域計画の点検を行う。【2】各々の自治体が“身

の丈にあった国土利用”へ向けて、地域内で、都市コン

パクト化などの環境バランスの改善につながる“計画”

を実施する。また、EF指標を用いることで自地域内の

都市・地域計画を見直すことによる施策の効果も定量的

に把握できる。なお、設定されたキャップ値に基づき、

その数値に向けた削減努力が各地域において必要となる。

【3】あらかじめ各自治体において、都市計画マスター

プランにEF指標の導入を位置づけておけば新たに環境

負荷量の算出を行わずとも全国レベルにてキャップ&ト

レード制度に参加可能な素地ができる。そして、全国の

各自治体の環境負荷超過率や施策の取組み状況など、取

引制度を運用する上で、必要な状況を一括管理できるバ

ンキング・システムを導入することで全国規模での取引

が可能となる。キャップは、まず初期配分が設定され、

各自治体にインセンティブを与えながら段階的に変更さ

れる。つまり、長期的な視点に立って“α=1.0”を目指し、

【2】、【3】を繰り返すことで最終的に地域の環境バラ

ンスが均衡した“身の丈にあった国土利用”に向けたフレ

ームワークが構築される。 

 

５．環境バランス改善のための財源確保に関する検証 

 

 人口減少などに伴い地域の財政状況がより一層悪化す

る中で、都市コンパクト化などの施策の重要性が認めら

れつつも、その財源確保が施策実施における障壁の一つ

となっている。そこで本章では、環境バランスの異なる

複数の地域を選定し、地域間キャップ&トレード制度が

導入された場合の取引価格を示すとともに、環境負担分

として得られる取引価格を財源として環境バランス改善

に向けた都市・地域計画が地域の財政的な視点から実施

できるのかについて定量的な分析に基づき明らかにする。 

 

（１）環境バランス改善のための財源確保の仕組み 

EF指標を用いた環境負荷の地域間キャップ&トレード

制度を用いて、図-4に示すような仕組みを、以下のよう

なフィージビリティスタディにより明らかにする。i)土

地利用の依存関係に基づくキャップを、各地域の取引価

格と財政指標との照合を通じて地域間の公平性の観点か

ら確認し、環境負担分として得られる財源規模を明らか

にする。ii)その財源の利用用途は様々であるが、EF指

標を用いた地域間キャップ&トレード制度は、環境バラ

ンスの改善につながる施策を実施することで新たな財源

が発生する仕組みになっている。ここでは設定されたキ

ャップに基づく財源で、環境バランス改善のための施策

を実施することができるのか、複数のシナリオに基づく

施策実施費用との比較によって明らかにし、さらに施策

実施に伴って新たに得られる財源を定量的に示す。 

 

（２）対象地域 

全国に存在する多様な自治体をカバーするために、

経済・産業の中心である東京都から地方中心都市である

岡山県岡山市、中山間部の岡山県津山市まで環境バラン

スの大きく異なる地域を選定した。また、環境負荷超過

率7)は東京都で76.4倍、岡山市で13.5倍、津山市で1.4倍

となっている。なお、日本全体では1.8倍となる。 

 

（３）キャップの設定 

地域の財政的な公平性の観点から、居住者1人あたり

図-3 “身の丈にあった国土利用”に向けた 
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の支払い（受益）額が同等となり、かつ各地域間で財政

的な乖離（歳入に対する取引価格の割合：歳入比率）が

ないことをキャップの設定基準として、キャップ3.0と

設定した。つまり、この数値を各地域の初期配分として

設定し、長期的かつ段階的にキャップを1.0に近づける

ことで、“身の丈にあった国土利用”の実現を目指す。

なお、キャップ3.0の場合、環境負荷依存地域となる東

京都は年間約1,308億円(歳入比率：2.9%)、岡山市では74

億円(3.1%)の環境依存分として取引費用が課せられる。

一方、環境負担地域である津山市は年間14億円(2.9%)を

環境負担分として得られる。 

 

（４）環境バランス改善のための財源確保 

１）シナリオ設定及び想定される実施費用 

 岡山県津山市を対象として、都市・地域計画に関する

以下のシナリオを設定した。まず、空間リサイクルとし

て、農村部や山間部の低未利用地約180haや、市全域の

耕作放棄地約480haの空間を農用地や森林等の自然的土

地利用(環境受容量)として再利用(リサイクル)するシナ

リオを設定した。また、都市コンパクト化として、中心

部に存在する低未利用地を対象としてマンション建設等

の開発を促進(受入れ可能人数：2,066人)するとともに、

これまで宅地化によって農地転用が進んだ地域(約97ha)

を対象として、開発を抑制し自然再生を行うシナリオを

設定した。実施費用は、耕作放棄地や低未利用地は、自

然的土地利用として活用するための初期投資(用地費用

は含まない)や維持管理までの費用を計上した。都市コ

ンパクト化は、郊外部居住者に対して、中心部への居住

のためのインセンティブ(誘導策)が必要となる。そこで

郊外部の自然再生とあわせて、中心部の低未利用地の用

地買収を行い、居住者を中心部に促すためのインセンテ

ィブとして計上した。各シナリオの事業期間は評価の便

宜上、ともに10年間として、段階的に整備が進められる

ものとする。評価期間は各シナリオともに事業期間を含

め50年とし、社会的割引率(0.04)を用いることで、各シ

ナリオ実施に伴う総費用の現在価値化を行っている。 

２）分析結果 

図-5に示す通り、各シナリオ実施に伴って必要とな

る費用は、どのシナリオにおいても評価期間内の取引価

格(財源)を大幅に下回ることが明らかになった。つまり、

シナリオ内容を見ても分かる通り、環境バランス改善の

ために比較的コストのかかるハード面を対象として、地

域構造自体を大幅に転換させるような施策を図っても、

十分に賄えるだけの財源が地域間キャップ&トレード制

度の運用下における取引で確保されることが明らかとな

った。また紙数の関係上、図は省略するが地域内の環境

バランスが改善されることで得られる新たな財源は、投

資額に対して各シナリオとも概ね5％程度であることも

明らかになった。なお、東京都のような費用負担を課せ

られる地域においても環境バランスを改善させる仕組み

づくりを今後検討すべきであろう。そのためには今回対

象とした土地利用施策のような比較的コストのかかるハ

ード施策だけでなく、居住者の環境配慮行動などを促す

ソフト施策についてもあわせて検討し各地域にあわせた

多種多様な計画メニューを提示することが重要となろう。 

 

６．まとめ 

 

 本研究では、環境負荷・受容量のバランスに基づき、

地域が環境的に自立するための道筋として、都市・地域

計画や土地利用計画などの“計画”をベースとした一連

のアプローチ手法を提案した。これまでの“計画”が都

市インフラなどの社会基盤整備に重点を置いて検討され

てきたのに対して、この手法は“身の丈”の視点に基づ

いた“計画”を検討できる仕組みとなっている。 
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図-5 地域間キャップ&トレード(C&T)制度実施に伴う
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